
各部会の検討課題とスケジュール（案） 

 

地域協議会部会 月 協働・政策部会 

第 9 回部会

2008

６ 

 

 

自治推進委員会
会議資料７－２ 
第 7回 2008.6.6 

 

 

 

第 10 回部会 

 

第 10 回部会

第 11 回部会

７ 第 11 回部会 

 

第 12 回部会 

８  

９  

   第 12 回部会

１０  

 

 

 

第 13 回部会 

第 13 回部会

第 14 回部会

１１ 第 14 回部会 

 

第 15 回部会 

１２  

2009 

１ 

 

２  

 

課題４ 論点１：設置エリア 

課題５ 論点２：組織・構成 

課題６ 論点３：役割・位置づけ 

 ⇒中間報告を踏まえた各論点についてのより具体的なあり方検討 

課題１ 地域協議会モデル事業 

課題２ 土壌づくりモデル事業 

課題３ あり方検討の前提になる課題（地域区民ひろば等との関係） 

⇒豊島区の現状を踏まえたモデル事業のあり方、導入プロセスに

おける諸課題の検討 

第 9 回委員会 

中間答申 

第 10 回委員会

部会検討報告 

第 11 回委員会

答申 

部会報告案の作成 

意見集約 

第 8 回委員会 

部会検討報告 

第 7 回委員会 

検討課題の確認 

部会報告案の作成

意見集約 

区民意識調査分析による区民ニーズの重点施策への反映 

課題４ 補助金のあり方 

課題５ 総合評価型事業委託制度 

課題６ 政策形成過程への区民参加の仕組み（基本計画の継続的な進

行管理、政策ｅモニター制度等） 

⇒中間報告を踏まえた各論点についての「より具体的なあり方検討

課題３ 基本計画・重点施策の見直し 

⇒「協働事業」選定基準の明確化とそれにもとづく補助金・事業

委託の手法を活用したモデル事業のあり方の検討 

課題２ 提案型協働モデル事業 

課題１ 協働事業補助金 

部会報告案の作成

意見集約 
部会報告案の作成 

意見集約 



中間答申に向けた検討の進め方 

  

地域協議会部会 協働・政策部会 
 

豊島区の現状を踏まえたモデル事業の展開 

 

○豊島区固有の背景の確認 

① 出張所制度改革（平成 12 年） 

12 出張所の廃止、地域振興機能（拠点）を本庁と東西区民事務所の３ヵ所に集約 

ただし、区政連絡会、青少年育成委員会、地区防災組織等は従来の 12 地区制を保持 

② 地域区民ひろばの展開 

  小学校区を単位とする区民施設の再編、世代を越えた交流・コミュニティ活動の活性化 

22 地区中 18 地区で導入、地域住民による運営協議会づくり（現在は育成段階、将来的には自主運営・自主管理 

をめざす） 

③ 地域を軸にした施策展開 

地域ブランド創出プロジェクト（目白・駒込・千川）、未来戦略推進プラン地域別事業計画（5 地区）などの取り組み 

地域を軸にした横断的な施策展開（従来はタテ割り課題に応じたバラバラの地区割り、個別の協議組織） 

④ 地域の現状 

人口増（10 年間）による新住民層（主にマンション居住者）と既住民層とのコミュニケーションの希薄化 

地域活動への関心の低下、地域活動の担い手不足（町会活動等の活性化の必要性） 

 

○モデル事業の制度設計にあたっての考え方（論点の例示） 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

         「協働事業」モデル＆「重点施策」の見直し 

 

○協働事業補助金のあり方⇒協働事業選定基準・評価基準⇒プロポーザル型モデル事業の制度設計 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
○基本計画・分野別計画の重点施策の見直し 

  

現行の区民活動 

支援事業補助金 

推進支援型 創出支援型 

協働事業補助金 

拡 充 

協
働
事
業
の
選
定
基
準
・
選
定
方
法 

補助金の使い勝手 

（補助期間・補助率等） 

地域の公共的な課題を解決 

していくために継続的に取り

組む必要がある事業の抽出 

位置づけられる活動 

当初から協働事業として 

対象事業の抽出 

審査基準・審査方法 

事業実施方法（補助金・委託）

事業評価の方法 

提案型（プロポーザル型）協働モデル事業 

現行の協働事業

提案制度 効果の検証 

評価基準・評価方法 

団体からの自由提案ではなく

行政側が対象事業を提示 相互に関連する制度設計 

区内全域で一斉に試行 特定地域で先行的に試行 

• 地域協議会は任意の組織ではなく、区長が設置する協議体として位置づけられるものであり、全区域での

制度化が前提。 

• 地域によって住民構成や地域活動組織の状況がかなり異なっており、地域の実情に即して制度化を図っ

ていく必要がある。また、現在展開中の「地域区民ひろば」の展開と調整していく必要がある。 

• 全区域での制度化を当初からめざすのか、「できるところから」順次設置していく方式でいくかについて

比較検討し、より有効な導入のあり方を検討する必要がある。 

• 区域の指定に関連し、設置エリアをモデル事業の段階から固定的に決める必要があるかどうか、モデル事

業の検証を通じて修正可能なかたちにしておくかについても比較検討する必要がある。 

組織化優先のアプローチ ミッション優先のアプローチ 

• 協議会のメンバー構成については「多様な区民の参加」を図ることが第一に求められる。個々の区民の

関心は多岐にわたるので、協議会のテーマやミッションは限定せず、組織づくりを優先させる。 

• ミッションが明確な方が目標をもって活動しやすく、その実現が具体的な成果として実感できる。導入当

初はある程度行政側が「仕掛け」ていき、ミッションに応じて組織を作っていく。 

重点施策の見直し 

区民ニーズの変化をどのように反映させるか

社経済状況や区としての政策判断との関係 

総合的な判断に基づく見直し案の作成 

H19 実施区民意識調査と 

３年前調査との比較検証 

区民ニーズの変化 
 

 


